
2平成１９年７月３１日発行  鞍手町議会だより  No.７２3 平成１９年７月３１日発行  鞍手町議会だより  No.７２

反 

対 

討 

論

　

町
民
の
生
活
が
苦
し
い
中
、
住
民
税
の
引
き
上
げ
、
さ

ら
に
今
回
の
国
保
税
の
引
き
上
げ
、
こ
れ
で
は
町
民
の
生

活
は
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
る
ば
か
り
で
す
。

　

万
一
国
保
税
を
滞
納
す
れ
ば
、
資
格
証
明
書
が
発
行
さ

れ
、
お
金
が
な
い
と
病
院
へ
も
い
け
な
い
状
況
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
住
民
の
命
が
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
状
況

を
自
治
体
は
し
っ
か
り
調
査
し
て
、
町
民
の
命
を
守
る
べ

き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

よ
っ
て
町
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
、
今
回
の

国
保
税
引
き
上
げ
に
反
対
し
ま
す
。

（
松
本　

典
子
）

条
例
の
改
正

〇
た
ば
こ
税
率
を
引

き
上
げ

　
　
　

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　

た
ば
こ
１
本
あ
た
り
１

円
。
町
の
配
分
と
し
て
、
23

銭
４
厘
引
き
上
げ
ま
し
た
。

○
国
保
税
限
度
額
を

56
万
円
に
引
き
上
げ

（
賛
成
８
・
反
対
４
で
承
認
）

　

国
保
税
の
限
度
額
を
53
万

円
か
ら
56
万
円
に
３
万
円
引

き
上
げ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
税
率
な
ど
の
改

正
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
平
成
18
年
度
一
般

会
計
予
算
を
補
正

　
　
　

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　

地
方
交
付
税
な
ど
の
確
定

が
遅
れ
た
こ
と
、
歳
出
の
執

行
残
の
減
額
に
よ
り
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
７
２
７
万

円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
２
４

億
５
８
８
６
万
円
と
し
ま
し

た
。

〇
平
成
18
年
度
下
水

道
会
計
予
算
を
補
正

　
　
　

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　

平
成
18
年
度
の
決
算
額
が

確
定
し
た
の
で
、
関
係
予
算

項
目
を
調
整
し
、
予
算
総
額

を
７
億
９
０
５
１
万
円
と
し

ま
し
た
。

〇
平
成
18
年
度
谷
山

池
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
会

計
予
算
を
補
正

　
　
　

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　

平
成
18
年
度
決
算
で
繰
越

金
な
ど
の
額
が
確
定
し
た
の

で
、
関
係
予
算
項
目
を
調
整

し
、
予
算
総
額
を
７
３
０
万

円
と
し
ま
し
た
。

〇
平
成
19
年
度
国
保

会
計
を
補
正

（
賛
成
11
・
反
対
１
で
承
認
）

　

平
成
18
年
度
の
歳
入
歳
出

決
算
見
込
み
で
、
歳
入
不
足

が
生
じ
た
た
め
、
平
成
19
年

度
の
歳
入
を
繰
り
上
げ
充
用

し
、
平
成
18
年
度
の
予
算
総

額
を
21
億
５
８
６
１
万
円
と

し
ま
し
た
。

〇
地
域
公
共
交
通
会

議
を
設
置

　
　
　

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

町
内
循
環
バ
ス
導
入
検
討

委
員
会
は
、
地
域
の
身
近
な

交
通
手
段
の
確
保
に
つ
い
て

の
最
終
提
言
を
ま
と
め
、
解

散
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
こ
の
提
言
を

も
と
に
、
地
域
の
実
情
に
即

し
た
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
実
現

に
向
け
て
必
要
と
な
る
事
項

を
協
議
す
る
た
め
の
機
関
と

し
て
、
地
域
公
共
交
通
会
議

を
設
置
し
ま
す
。

〇
失
業
給
付
の
受
給

資
格
要
件
が
、

「
６
カ
月
以
上
」
か
ら

「
12
カ
月
以
上
」
に

　
　
　

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

平
成
19
年
４
月
の
雇
用
保

険
法
な
ど
の
改
正
に
よ
り
、

失
業
給
付
の
受
給
資
格
要
件

が
、「
６
カ
月
以
上
」
か
ら

「
12
カ
月
以
上
」
に
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
町
職
員

も
同
様
の
補
償
と
し
ま
す
。

町内循環バス導入検討委員会
（最終提言）

〇コミュニティバスの総合福祉センター

バス停の増設

〇西鉄バス路線の筑鉄中間および遠賀川

駅から鞍手車庫行きの路線を鞍手町立病

院まで延長

〇コミュニティバスの現行路線のうち午

前１便、午後１便について泉水・六反田・

神崎地区への路線延長

〇現行の福祉バス４路線を６路線に変更

し、各路線のすべてにおいて、役場・町

立病院・中央公民館・ＪＲ鞍手駅・総合

福祉センターの５つの公共施設で乗降で

きるバスの運行

※　最終提言において、今後関係機関と

の調整を図りながら、条件が整い次第順

次導入されることを望む。

改正後の受給資格
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の

長短にかかわらず、原則

１２カ月（各月１１日以上）
の被保険者期間が必要です。

※ 倒産・解雇等により離職した人は、６カ月（各月１１日以上）が
必要です。

専
決
処
分
の
承
認




